
山形県消費生活センター 注意喚起情報（平成３０年９月） 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

一、「格安で点検する」などと訪問してくる業者には応対しない 

二、せかされても、その場で契約しない 

三、契約する場合には、複数業者から見積もりをとる 

相談先（消費者ホットライン）相談先（消費者ホットライン）相談先（消費者ホットライン）相談先（消費者ホットライン）〔〔〔〔１１１１８８８８８８８８（いやや！）（いやや！）（いやや！）（いやや！）〕〕〕〕 

最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。１人で悩まず相談しましょう！最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。１人で悩まず相談しましょう！最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。１人で悩まず相談しましょう！最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。１人で悩まず相談しましょう！ 

県消費生活センターキャラクター 

“ケロちゃん” 

 

●太陽熱温水器の無料点検に来ました。屋根を見せてください。 

●外壁リフォームしませんか？ついでに屋根の修理もしましょう！ 

●床下が大変です。このままでは来年家が潰れますよ！ 

家が潰れるなんて困るわ～。 

ウン百万円かかるけど契約する

しかないかぁ･･･。 

まずは落ち着きましょう！ 

費用はトータルで

ウン百万円です！ 
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